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第
四
節
第
二
次
和
平
特
使
派
遣
に
い
た
る
米
仏
両
国
の
政
治
状
況

第
五
節
政
策
目
標
の
達
成
と
政
治
的
敗
北

第
六
章
ア
メ
リ
カ
ン
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ

第
一
節
ア
ダ
ム
ズ
と
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
の
亀
裂
の
始
ま
り

第
二
節
人
間
本
性
と
統
治
原
理
|
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
貴
族
と
は

第
三
節
合
衆
国
の
統
合
と
政
党
政
治
l
ア
メ
リ
カ
政
党
制
の
起
源

お
わ
り
に

は
じ
め
に

問
題
の
所
在

ジョン・アグふズの中央政府諭(1)

本
論
文
は
、
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
の
政
治
思
想
と
政
治
行
動
の
分
析
を
通
し
て
、

ア
メ
リ
カ
連
邦
政
府
形
成
の
思
想
的
基
礎
を
明
ら
か
に

一
七
八
三
年
に
正
式
に
独
立
し
た
ア
メ
リ
カ
の
人
々
に
と
っ
て
、
連
邦
政
府
と
い
う
存
在
は
何
一
つ
自
明
で
は

な
か
っ
た
。
も
と
も
と
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
辺
境
に
位
置
し
て
い
た
二
ニ
邦
の
北
米
植
民
地
の
人
々
が
も
っ
て
い
た
政
治
的
経
験
は
、
イ
ギ
リ

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

ス
国
王
に
よ
る
統
合
と
イ
ギ
リ
ス
議
会
に
よ
る
「
専
制
」
、
そ
し
て
一
六

O
年
の
歴
史
を
有
す
る
各
邦
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
政
府
の
伝
統
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
革
命
」
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
国
王
と
イ
ギ
リ
ス
議
会
と
い
う
統
合
に
お
け
る
権
威
と
権
力
を
放
逐
し
た
ア
メ
リ
カ
諸
邦

の
人
々
に
と
っ
て
、
そ
の
後
に
自
分
た
ち
を
統
合
す
る
政
府
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
革
命
の
原
則
に
反
す
る
上
に
、
そ
も
そ
も
北
米

北法56(3・89)1127 

植
民
地
に
お
け
る
政
治
的
伝
統
に
も
存
在
し
な
い
経
験
で
あ
っ
た
。

(
I
)
 

連
邦
政
府
は
、
外
交
・
防
衛
・
貿
易
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
全
体
の
利
益
を
保
全
す
る
必
要
を
実
感
し
て
い
た
人
々
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
た
。



説

し
か
し
、
現
実
に
諸
邦
を
統
合
す
る
一
つ
の
政
府
を
形
成
す
る
に
は
、
既
存
の
伝
統
の
な
か
に
い
る
人
々
を
説
得
し
得
る
理
論
的
基
礎
が
必

要
で
あ
っ
た
。

ア
レ
ク
ザ
ン
ダ

l
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
、
ジ
エ
イ
ム
ズ
・
マ
デ
イ
ソ
ン
、
ジ
ョ
ン
・
ジ
ェ
イ
に
よ
る
『
ザ
・
フ
エ
デ
ラ
リ
ス
ト
』

:ocn.. 
日間

は
、
こ
の
代
表
的
な
例
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
合
衆
国
憲
法
と
い
う
統
合
の
枠
組
み
を
受
け
入
れ
る
よ
う
人
々
を
説
得
す
る
理
論
書
と
し
て
の

(2) 

性
格
を
も
っ
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
政
府
設
立
の
目
的
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
本
来
必
要
と
さ
れ
て
い
た
政
府
と
は
、
明
ら
か
に
主
権
を
有
す
る
ナ

シ
ヨ
ナ
ル
・
ガ
ヴ
ア
メ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
連
邦
政
府
(
時
色
白
邑
加
。

5
5
5
8円
)
」
と
い
う
一
言
葉
は
、
そ
れ
自
体
妥
協
的
な
言
葉

で
あ
る
と
い
え
る
。
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
は
、
英
国
公
使
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
滞
在
中
に
、
一
七
八
七
年
に
作
ら
れ
た
憲
法
草
案
を
見
た
と
き
、

(3) 

「
な
ぜ
、
連
邦
憲
法
と
い
う
の
だ
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ

i
シ
ヨ
ン
で
よ
い
で
は
な
い
か
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
え

方
は
、
合
衆
国
憲
法
制
定
者
た
ち
に
あ
る
程
度
共
通
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
例
え
ば
、
フ
エ
デ
ラ
リ
ス
ト
政
権
に
お
い
て
な
さ
れ
た
代

表
的
政
策
で
あ
る
、
公
有
地
条
例
や
北
西
部
条
例
と
は
、
西
部
に
お
け
る
土
地
の
売
却
と
州
の
創
設
過
程
を
連
邦
政
府
が
握
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
西
部
に
お
け
る
開
拓
お
よ
び
州
の
設
立
が
す
べ
て
連
邦
政
府
と
の
関
係
で
発
展
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
西
部
開
拓
が
進
め
ば

(
4
)
 

進
む
ほ
ど
、
連
邦
政
府
の
権
限
が
強
化
さ
れ
る
仕
組
み
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
フ
エ
デ
ラ
リ
ス
ツ
が
目
指
し
た
連
邦
政
府
と
は
、
本
来
、

セ
ン
ト
ラ
ル
・
ガ
ヴ
ア
メ
ン
ト
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
理
由
か
ら
、
本
論
文
に
お
い
て
は
「
連
邦
政
府
」
を
端
的
に
「
中
央
政
府
」
と

表
現
す
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
政
府
の
正
統
性
の
問
題
と
な
る
と
非
常
に
困
難
な
の
で
あ
る
。
こ
の
建
国
期
最
大
の
問
題
に
た
い
す
る
回
答
を
用
意

し
て
い
た
の
が
、
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
で
あ
る
。
彼
は
、

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
初
め
て
の
政
治
的
経
験
で
あ
る
中
央
政
府
の
正
統
性
を
歴
史

か
ら
論
証
し
、
そ
の
構
成
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
と
ア
メ
リ
カ
の
経
験
か
ら
抽
出
し
、
最
後
に
は
大
統
領
と
し
て
そ
の
政
府
の
運
営
を
通
し

て
確
立
の
一
端
を
担
っ
た
。
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ア
ダ
ム
ズ
の
回
答
は
、
あ
る
一
つ
の
時
点
で
す
べ
て
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
植
民
地
時
代
、
反
英
抗
争
の
段
階
、

独
立
戦
争
の
段
階
、
独
立
達
成
の
段
階
で
起
こ
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
に
対
す
る
ア
ダ
ム
ズ
の
回
答
を
通
し
て
、
次
第
に
明
確
に
な
っ
て
い

ア
ダ
ム
ズ
の
思
考
の
一
貫
性
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
っ
た
事
態
へ
の
回
答
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
る
。
そ
し
て
、

も
ち
ろ
ん
、

く
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

ア
ダ
ム
ズ
の
回
答
の
過
程
は
、
建
国
期
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
府
理
論
の
形
成
の
過
程
と
期
会
二
に
す
る
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
住
む
人
々

に
と
っ
て
の
政
府
の
経
験
と
は
、
英
国
国
制
と
邦
に
お
け
る
自
治
で
あ
り
、
彼
ら
自
身
の
政
府
理
論
の
変
遷
は
、
独
立
ま
で
は
ア
メ
リ
カ
諸

邦
と
イ
ギ
リ
ス
本
国
と
の
関
係
の
変
遷
に
付
随
し
、
独
立
後
は
ア
メ
リ
カ
人
自
身
の
経
験
の
蓄
積
過
程
に
付
随
す
る
。
こ
う
し
た
事
態
の
進

ア
ダ
ム
ズ
が
示
し
た
回
答
の
総
体
が
結
局
は
建
国
期
ア
メ
リ
カ
の
政
府
理
論
の
一
端
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

展
の
た
び
に
、

こ
う
し
た
理
由
か
ら
、

ア
ダ
ム
ズ
の
ア
メ
リ
カ
中
央
政
府
論
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
「
ア
ダ
ム
ズ
の
政
府
論
」
に
絞
っ
た
上
で
、

歴
史
的
に
長
い
射
程
で
の
検
討
が
必
要
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
北
米
植
民
地
か
ら
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
移
行
す
る
各
段
階
で
の
ア
ダ
ム
ズ
の

政
府
論
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
、
研
究
史
に
お
け
る
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
に
ま
つ
わ
る
「
通
説
」
が
、
し
ば
し

ジョン・アダムズの中央政府論(1)

ば
彼
を
無
能
な
政
治
家
と
し
て
重
要
視
し
て
こ
な
か
っ
た
理
由
は
、
こ
う
し
た
継
続
的
検
討
を
怠
っ
た
た
め
、
彼
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
!
と

そ
の
建
国
期
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
意
義
を
見
失
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ア
ダ
ム
ズ
を
重
視
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
連

邦
政
府
と
い
う
名
の
中
央
政
府
が
、
正
統
化
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
が
積
み
残
さ
れ
て
き
た
。
ア
ダ
ム
ズ
の
「
中
央
政
府
論
」
と
は
、

端
的
に
い
え
ば
、
「
ア
メ
リ
カ
と
い
う
ネ
イ
シ
ヨ
ン
を
い
か
に
統
治
す
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
題
に
た
い
す
る
一
つ
の
回
答
で
あ
り
、
こ
の

回
答
こ
そ
が
連
邦
政
府
と
い
う
存
在
に
正
統
性
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

jヒi去56(3・91)1129 

以
上
の
目
的
か
ら
、
本
論
文
は
以
下
の
よ
う
な
構
成
に
し
た
が
っ
て
考
察
を
進
め
る
。

ま
ず
、
序
章
に
お
い
て
は
、
先
行
研
究
に
お
け
る
ア
ダ
ム
ズ
論
の
代
表
的
な
文
献
を
中
心
に
、
こ
れ
ま
で
の
ア
ダ
ム
ズ
研
究
の
方
法
を
分

析
し
、
本
論
文
に
お
け
る
研
究
方
法
を
提
示
す
る
。



説

第
一
章
に
お
い
て
は
、
政
府
理
論
そ
れ
自
体
を
回
世
紀
の
思
想
の
特
徴
の
一
つ
と
位
置
付
け
、
そ
の
な
か
で
成
長
し
た
ア
ダ
ム
ズ
の
思
想

形
成
期
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
の
彼
の
政
治
思
想
の
沿
革
を
検
討
す
る
。
ま
た
、
本
章
に
は
、

J
-
G
・
A
-
ポ
コ
ッ
ク
の
ア
メ

(5) 

リ
カ
革
命
論
に
た
い
す
る
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
自
身
の
戦
略
性
に
も
と
づ
く
極
端
な
ロ
ッ
ク
排
除
の
傾
向
に
ア
メ
リ

カ
建
国
史
家
た
ち
が
あ
ま
り
に
安
易
に
同
調
し
て
き
た
こ
と
に
違
和
感
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
シ
ヴ
イ
ツ
ク
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
伝
統
を

指
摘
す
る
意
味
は
も
ち
ろ
ん
重
要
で
あ
る
が
、
伝
統
が
草
命
に
結
び
つ
く
に
は
、
伝
統
的
観
点
と
は
こ
と
な
る
思
想
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

北法56(3・92)1130
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そ
れ
ゆ
え
、
ポ
コ
ッ
ク
の
文
脈
に
乗
ら
ず
に
、
政
治
的
ニ
ュ
ー
ト
ン
主
義
の
文
脈
で
、
古
典
的
な
ロ
ッ
夕
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
意
味
を
再

評
価
す
る
。
こ
れ
は
同
時
に
、
建
国
期
ア
メ
リ
カ
内
在
的
な
視
点
を
再
評
価
す
る
試
み
で
も
あ
る
。

第
二
章
に
お
い
て
は
、
北
米
植
民
地
人
に
と
っ
て
最
初
の
「
政
府
」
と
の
係
わ
り
合
い
を
イ
ギ
リ
ス
へ
の
抵
抗
の
文
脈
か
ら
検
討
す
る
。

彼
ら
は
、
ま
ず
抵
抗
を
通
し
て
、
英
国
国
制
を
理
解
し
、
自
ら
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
す
る
こ
と
を
覚
え
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
抵
抗

ア
ダ
ム
ズ
の
主
張
を
英
国
と
の
帝
国
論
争
を
中
心
に
検
討
す
る
。

第
三
章
で
は
、
抵
抗
が
革
命
に
移
行
す
る
過
程
を
検
討
す
る
。
抵
抗
の
段
階
に
お
い
て
は
、
北
米
植
民
地
人
は
、
自
ら
を
イ
ギ
リ
ス
人
と

認
識
し
て
い
た
が
、
革
命
に
お
い
て
は
、
自
ら
を
ア
メ
リ
カ
人
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
正
統
性
と
い
う

重
大
な
問
題
が
あ
る
。
こ
の
共
和
政
に
お
け
る
レ
ジ
テ
イ
マ
シ

l
の
問
題
に
た
い
し
て
ア
ダ
ム
ズ
が
い
か
な
る
正
統
化
根
拠
を
与
え
た
の
か

を
検
討
す
る
。

に
正
統
性
を
与
え
た
、

第
四
章
に
お
い
て
は
、
独
立
国
家
ア
メ
リ
カ
が
、
政
府
を
設
立
す
る
と
い
う
新
し
い
試
み
を
、
古
典
的
基
礎
で
正
統
化
す
る
過
程
を
ア
ダ

ム
ズ
の
『
ア
メ
リ
カ
諸
邦
憲
法
擁
護
論
」
を
中
心
に
検
討
す
る
。
ア
メ
リ
カ
の
独
立
が
、
「
革
命
」
と
さ
れ
る
理
由
は
ま
さ
に
国
王
と
貴
族

を
統
治
部
門
か
ら
放
逐
し
た
た
め
で
あ
る
が
、
封
建
制
の
伝
統
を
も
た
な
い
ア
メ
リ
カ
が
、
い
か
に
し
て
国
王
と
貴
族
が
担
っ
て
き
た
役
割

を
補
完
す
べ
き
か
、
と
い
う
の
が
ア
ダ
ム
ズ
の
政
治
思
想
の
中
核
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
国
王
と
貴
族
と
い
う
革
命
の
原
則
に
お
け
る
敵
を



い
か
に
し
て
大
統
領
制
お
よ
び
上
院
を
有
す
る
二
院
制
に
よ
っ
て
制
度
化
し
た
か
が
検
討
す
べ
き
対
象
と
な
る
。

第
五
章
で
は
、
合
衆
国
憲
法
に
お
い
て
定
め
た
枠
組
み
を
ア
ダ
ム
ズ
が
運
用
し
制
度
化
す
る
過
程
を
、
ア
ダ
ム
ズ
政
権
期
の
象
徴
的
な
業

績
で
あ
る
、
米
仏
同
盟
解
消
交
渉
を
中
心
に
検
討
す
る
。
カ
リ
ス
マ
的
存
在
で
あ
っ
た
初
代
大
統
領
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
は
、
極
め
て

不
安
定
な
建
国
当
初
の
ア
メ
リ
カ
か
ら
革
命
の
原
則
と
行
政
権
力
と
の
あ
い
だ
の
緊
張
を
八
年
間
回
避
さ
せ
る
役
割
を
に
な
っ
た
。
こ
れ
に

た
い
し
て
、

ア
ダ
ム
ズ
政
権
は
、

カ
リ
ス
マ
に
よ
ら
な
い
制
度
と
し
て
の
行
政
権
力
を
確
立
す
る
契
機
と
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

ア
ダ
ム
ズ

政
権
は
ま
た
、
大
統
領
制
と
は
何
か
を
理
解
す
る
た
め
の
テ
ス
ト
・
ケ

l
ス
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
六
章
で
は
、
ア
ダ
ム
ズ
と
ジ
ェ
フ
ア
ソ
ン
、

ハ
ミ
ル
ト
ン
ら
と
の
関
係
を
通
し
て
、
中
央
政
府
が
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
形
成
し
た
象
徴
的

存
在
と
し
て
、
政
党
政
治
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

つ
ま
り
、
党
派
抗
争
か
ら
政
党
政
治
に
移
行
す
る
た
め
に
は
、
政
権
を
争

ジョン・アダムズの中央政府論(1)

う
対
象
で
あ
る
、
中
央
政
府
に
た
い
す
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
政
治
で
は
、
こ
の
時
期
に
分
裂
に
つ

な
が
る
党
派
抗
争
か
ら
、
統
合
を
維
持
す
る
政
党
政
治
へ
の
移
行
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
政
党
政
治
の
最
初
の
事
例
が
、
ア
ダ
ム
ズ

と
ジ
ェ
ブ
ア
ソ
ン
の
あ
い
だ
で
争
わ
れ
た
一
八

O
O
年
の
選
挙
で
あ
り
、
こ
の
選
挙
に
よ
っ
て
、
流
血
な
し
に
政
治
権
力
が
移
行
し
た
こ
と

こ
そ
、
中
央
政
府
成
立
を
示
す
契
機
と
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
章
に
お
い
て
は
、
そ
の
ア
ダ
ム
ズ
と
ジ
ェ
フ
ア
ソ
ン
の
人
間
観
、
政
治
観
、

政
府
観
を
め
ぐ
る
対
話
、
お
よ
び
一
八

O
O
年
の
選
挙
に
い
た
る
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
政
治
の
動
向
を
検
討
し
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
党
政

治
の
育
成
過
程
を
検
討
す
る
。

(
I
)
こ
の
時
期
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
テ
ィ

i
は
基
本
的
に
、
ア
メ
リ
カ
以
外
の
世
界
か
ら
ア
メ
リ
カ
を
見
る
と
き
に
意
識
さ
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ジ
ェ
フ
ア
ソ
ン
は
、
合
衆
国
憲
法
を
即
座
に
支
持
い
て
い
る
が
、
こ
の
時
彼
は
、
駐
仏
公
使
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

ワ
シ
ン
ト
ン
政
権
の
国
務
長
官
と
な
っ
た
ば
か
り
の
ジ
エ
フ
ア
ソ
ン
は
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
財
政
案
を
ヴ
ァ

l
ジ
ニ
ア
の
同
僚
た
ち
の
反
対
を
抑

北法56(3・93)1131 
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え
て
支
持
し
た
。
こ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
を
代
表
し
た
彼
に
と
っ
て
、
統
合
的
な
財
政
上
の
安
定
が
必
須
に
感
じ
ら
れ
た

か
ら
で
あ
る
。
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序
章

先
行
研
究
に
お
け
る
ア
ダ
ム
ズ
研
究
の
方
法

第
一
節

ア
ダ
ム
ズ
研
究
の
視
角

ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
は
、

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
政
治
の
主
要
人
物
で
あ
り
、
ま
た
連
邦
政
治
に
お
い
て
は
、
初
代
駐
英
公
使
、
初
代
副
大

統
領
、
第
二
代
大
統
領
を
務
め
た
ア
メ
リ
カ
政
治
史
に
お
け
る
代
表
的
人
物
の
一
人
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
メ
リ
カ
史
、
こ
と
に
建
国
史

を
研
究
し
た
著
作
に
は
必
ず
登
場
す
る
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
そ
れ
自
体
に
取
り
組
ん
だ
研

究
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
多
く
は
な
い
。
と
く
に
日
本
に
お
い
て
は
、
阿
部
斉
の
『
民
主
主
義
と
公
共
の
概
念
l
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
の
史

(
l
)
 

的
展
開
l
』
の
な
か
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
憲
法
成
立
に
お
け
る
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
の
活
躍
に
つ
い
て
の
研
究
、
お
よ
び
ア
ダ
ム
ズ
を
通

(
2
)
 

し
て
ア
メ
リ
カ
特
有
の
保
守
主
義
を
論
じ
た
「
ア
メ
リ
カ
的
個
性
の
自
覚
1

1

ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
の
政
治
思
想
・
序
説
」
、
ア
ダ
ム
ズ
の

(

3

)

(

4

)

 

『
ダ
ヴ
イ
ラ
論
』
に
お
け
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
の
影
響
を
論
じ
た
「
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
」
の
ほ
か
に
は
、
ア
ダ

北法56(3・94)1132 



ム
ズ
自
身
を
題
材
に
し
た
研
究
は
、

ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。

そ
の
理
由
は
、
独
立
後
の
ア
メ
リ
カ
政
治
研
究
に
お
け
る
ア
ダ
ム
ズ
の
評
価
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
は

北
米
植
民
地
に
お
け
る
反
英
抗
争
か
ら
独
立
ま
で
は
指
導
者
足
り
得
た
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
建
国
の
指
導
者
と
し
て
は
、
不
適
格
な
人
物

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
評
価
で
あ
る
。
こ
の
評
価
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
ア
ダ
ム
ズ
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
「
離
脱
の
論
理
」
は

明
確
に
提
示
し
得
た
が
、
「
建
国
の
論
理
」
は
提
示
し
得
な
か
っ
た
と
い
う
評
価
で
あ
る
。
「
離
脱
の
論
理
」
は
、
英
国
国
制
の
文
脈
の
な
か

で
形
成
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
イ
ギ
リ
ス
本
国
は
、
英
国
国
制
に
本
来
備
わ
っ
て
い
る
「
イ
ギ
リ
ス
人
の
自
由
」
を
侵
害
し
た
が
ゆ
え
に
、
北

米
植
民
地
の
イ
ギ
リ
ス
人
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
本
来
持
っ
て
い
る
自
由
を
回
復
す
る
た
め
に
独
立
し
た
と
い
う
の
が
、
本
国
へ
の
抵
抗
を
正

(5) 

当
化
す
る
論
理
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
「
建
国
の
論
理
」
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
的
な
も
の
か
ら
脱
皮
し
た
ア
メ
リ
カ
的
な
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
レ
ク
ザ
ン
ダ

l
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
、
ジ
エ
イ
ム
ズ
・
マ
デ
イ
ソ
ン
、
ト
マ
ス
・
ジ
ェ
フ
ア
ソ
ン
と
い
っ
た
人
々
は
、
そ
れ

ぞ
れ
独
自
の
「
建
国
の
論
理
」
を
持
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
独
創
性
は
、
後
世
の
研
究
者
を
刺
激
し
、
膨
大
な
研
究
成
果
を
生
み
出
す

ジョン・アダムズの中央政府論(1 ) 

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
は
、
英
国
困
制
以
外
に
、
ア
メ
リ
カ
の
建
国
を
基
礎
づ
け
る
論
理
を
持
つ
て
は

(
6
)
 

い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
い
わ
ば
「
通
説
」
と
な
っ
て
い
る
。
ア
ダ
ム
ズ
が
、
そ
の
建
国
期
当
時
に
認
め
ら
れ
て
い
た
重
要

性
に
く
ら
べ
て
、
研
究
対
象
と
し
て
は
、
や
や
魅
力
に
欠
け
る
存
在
と
さ
れ
て
き
た
理
由
は
、
後
世
の
研
究
者
を
ひ
き
つ
け
る
よ
う
な
独
創

的
な
「
建
国
の
論
理
」
を
持
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

確
か
に
、
独
立
後
の
ア
ダ
ム
ズ
は
著
し
く
精
彩
を
欠
い
た
人
物
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
特
に
連
邦
憲
法
制
定
以
降
の
ア
ダ
ム

jヒ法56(3・95)1133 

ズ
に
た
い
す
る
同
時
代
の
評
価
は
、
「
時
代
遅
れ
の
貴
族
主
義
者
」
で
あ
り
、
政
治
的
に
は
「
無
能
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
建
国
史
研
究

に
お
い
て
も
、
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
の
姿
は
、
独
立
抗
争
史
の
な
か
で
は
い
き
い
き
と
語
ら
れ
で
も
、
独
立
後
は
時
代
遅
れ
の
人
物
と
い
う

(
7
)
 

描
か
れ
方
を
さ
れ
、
「
忘
れ
ら
れ
た
人
物
」
と
し
て
記
憶
に
残
る
こ
と
に
な
っ
た
。



説

こ
う
し
た
認
識
に
た
い
し
て
、

ア
ダ
ム
ズ
の
意
義
を
再
発
見
し
よ
う
と
す
る
研
究
は
、
少
な
い
な
が
ら
も
、
確
か
に
存
在
し
て
き
た
。
例

え
ば
、

一
九
五

0
年
代
に
最
も
盛
ん
で
あ
っ
た
の
が
、

ア
ダ
ム
ズ
を
通
し
て
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
を
論
じ
よ
う
と
い
う
研
究
で
あ
る
。
し

幸子ム
両岡

か
し
、
こ
の
研
究
は
次
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
そ
れ
ま
で
の
ア
ダ
ム
ズ
の
一
般
的
な
人
物
像
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
り
、
必
ず

し
も
ア
ダ
ム
ズ
の
再
評
価
に
は
つ
な
が
っ
て
い
な
い
。
特
に
、
「
保
守
主
義
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
た
い
す
る
認
識
が
ス
テ
レ
オ
タ
イ

プ
で
あ
り
、
そ
れ
に
ア
ダ
ム
ズ
を
当
て
は
め
る
に
際
し
て
の
方
法
に
は
実
証
性
の
点
で
も
問
題
が
多
か
っ
た
。

こ
れ
に
た
い
し
て
ア
ダ
ム
ズ
の
政
治
理
論
を
積
極
的
に
再
評
価
し
よ
う
と
試
み
る
の
が
、

ア
ダ
ム
ズ
自
身
の
文
書
を
通
し
て
、
彼
の
政
治

思
想
を
内
在
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
研
究
と
、

ア
ダ
ム
ズ
政
権
の
政
治
史
を
中
心
に
、
政
治
家
ア
ダ
ム
ズ
を
理
解
し
よ
う
と
い
う
研
究
で

あ
る
。

第
二
節

「
保
守
主
義
者
」
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ

革
命
に
は
熱
狂
が
と
も
な
う
。
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
に
お
い
て
も
そ
れ
は
例
外
で
は
な
い
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
「
専
制
者
」
の

支
配
か
ら
分
離
し
、
独
立
国
家
と
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
は
、
次
に
秩
序
の
回
復
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
の

よ
う
な
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
の
使
命
も
政
治
秩
序
の
回
復
・
維
持
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
と
き
ア
ダ
ム
ズ
が
、
政
治
秩
序
の
範
と
し
た

の
が
、
立
憲
主
義
の
伝
統
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
本
来
の
英
国
国
制
に
体
現
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
、
混
合
政
体
論
の
制
度
化
|
権
力
分

(
8
)
 

立
と
抑
制
均
衡
の
原
理
ー
で
あ
る
。
彼
の
そ
の
政
治
思
想
に
基
づ
い
て
著
わ
さ
れ
た
の
が
「
ア
メ
リ
カ
諸
邦
憲
法
擁
護
論
』
で
あ
る
。
『
擁

護
論
』
は
、
テ
ユ
ル
ゴ

l
や
コ
ン
ド
ル
セ
と
い
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
知
識
人
が
、
ア
メ
リ
カ
諸
邦
の
憲
法
は
英
国
国
制
の
模
倣
に
過
ぎ
な
い
の

で
は
な
い
の
か
と
い
う
批
判
を
し
た
の
に
た
い
し
て
、
こ
れ
に
反
論
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
識
人
が
唱
え
る
急
進
的

~I: ì去56(3 ・ 96)1134 



民
主
政
治
論
の
影
響
力
か
ら
ア
メ
リ
カ
人
を
守
り
、
新
た
に
制
定
さ
れ
る
べ
き
憲
法
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
提
案
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
執
筆

し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
革
命
の
熱
狂
が
生
み
出
し
が
ち
な
急
進
主
義
に
た
い
し
て
、
古
典
的
な
立
憲
主
義
を
前
面
に
押
し
出
し
た
ア
ダ
ム
ズ
の
姿

か
ら
「
保
守
主
義
者
」
と
し
て
の
ア
ダ
ム
ズ
を
連
想
す
る
の
は
確
か
に
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
。
ヒ
ー
タ
ー
・
ヴ
ィ
レ
ツ
ク

(
喝

2
2
〈
芯

Bnr)
は
、
『
保
守
主
義
|
ア
ダ
ム
ズ
か
ら
チ
ャ
ー
チ
ル
ま
で
l
」
と
い
う
著
作
の
な
か
で
、
ア
ダ
ム
ズ
の
『
擁
護
論
』
を
ア
メ

(
9
)
 

リ
カ
保
守
主
義
の
七
大
著
作
の
一
つ
に
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
ク
リ
ン
ト
ン
・
ロ
シ
タ
l
は
、
『
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
』
の
中
で
ア
ダ
ム
ズ

(
日
)

を
「
ア
メ
リ
カ
保
守
主
義
の
第
一
級
の
人
物
」
と
呼
ん
で
い
る
。

し
か
し
、
彼
ら
が
い
か
な
る
意
味
で
ア
ダ
ム
ズ
を
「
保
守
主
義
者
」
と
定
義
し
て
い
る
の
か
は
実
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
両
者

は
と
も
に
、

ア
ダ
ム
ズ
が
人
間
性
の
不
完
全
さ
に
た
い
し
て
醒
め
た
目
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
私
有
財
産
の
擁
護
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、

ア
ダ
ム
ズ
を
「
保
守
主
義
者
」
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ロ
シ
タ
l

人
間
の
不
平
等
さ
を
所
与
の
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
も
っ
て
、

ジョン・アダムズの中央政府論(1)

で
は
、
保
守
主
義
者
は
「
純
粋
理
性
に
た
い
す
る
健
康
な
不
信
」
を
も
っ
人
々
で
あ
り
、
抽
象
的
普
遍
的
原

(
孔
)

理
に
訴
え
る
合
理
論
者
で
は
な
く
、
具
体
的
個
別
的
事
象
に
訴
え
る
経
験
論
者
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
確
か
に
こ
う
し
た
思
考
の
特
長
は
、

(ロ)

『
擁
護
論
』
に
お
け
る
ア
ダ
ム
ズ
の
主
張
に
合
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
ロ
シ
タ
l
は
ア
ダ
ム
ズ
の
思
想
の
諸
特
徴
を
次
の
よ
う
に
列
挙
す
る
。

の
『
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
』

す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
「
人
間
の
本
性
に
つ
い
て
の
厳
し
い
見
解
」
、
「
権
力
愛
と
名
誉
心
と
を
人
間
精
神
の
二
つ
の
大
き
な
衝
動
と
み
な
す
見

解
」
、
「
人
間
の
本
来
の
不
平
等
に
つ
い
て
の
現
実
的
な
評
価
」
、
「
自
然
的
貴
族
に
つ
い
て
の
信
仰
」
、
「
無
拘
束
の
民
主
主
義
と
単
純
多
数
決

に
よ
る
支
配
と
に
た
い
す
る
不
信
」
、
「
さ
ま
ざ
ま
の
階
級
や
利
益
の
聞
の
絶
え
間
な
い
闘
争
の
規
制
者
と
し
て
の
政
府
、
権
力
が
分
散
さ
れ

北法56(3・97)1135 

制
約
さ
れ
均
衡
が
保
た
れ
る
政
府
に
た
い
す
る
信
念
」
、
「
政
治
権
力
の
限
界
に
つ
い
て
の
保
守
的
な
感
情
」
、
「
私
有
財
産
の
神
聖
に
つ
い
て

(
日
)

の
強
固
な
主
張
」
で
あ
る
。



説

確
か
に
以
上
の
よ
う
な
ア
ダ
ム
ズ
の
政
治
思
想
に
見
ら
れ
る
諸
特
徴
は
、
保
守
主
義
者
一
般
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
も
そ
も
ア
ダ
ム
ズ
は
何
を
保
守
し
よ
う
と
し
た
の
か
と
な
る
と
、
と
た
ん
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
保
守
主
義
者
の
規
範
か
ら
外
れ
て
し

論

ま
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

エ
ド
マ
ン
ド
・
バ

l
ク
は
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
熱
狂
が
生
み
出
し
た
普
遍
主
義
的
政
治
思
想
に
た
い
し
て
、
ィ

ア
メ
リ
カ
に
は
保
守
す
べ
き
「
伝
統
」
が
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ

~tì去56(3 ・ 98)1136 

ギ
リ
ス
独
自
の
伝
統
を
保
守
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、

ア
メ
リ
カ
独
自
の
伝
統
よ
り
も
、
混
合
政
体
論
を
基
礎
と
す
る
権
力
分
立
と
抑
制
均
衡
の
原
則
は
フ

ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
あ
て
は
ま
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
古
来
の
政
治
原
理
の
普
遍
的
な
妥
当
性
を
主
張
し
て
い
た
。

『
擁
護
論
」
に
お
い
て
ア
ダ
ム
ズ
は
、

こ
の
よ
、
つ
に
、

ア
ダ
ム
ズ
が
保
守
し
よ
う
と
し
た
も
の
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
保
守
主
義
者
の
よ
う
な
各
国
の
個
別
的
伝
統
で
は
な
く
普
遍

的
政
治
理
念
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
通
常
の
「
保
守
主
義
者
」
と
し
て
の
ア
ダ
ム
ズ
像
で
は
、
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、

(
日
)

ル
イ
ス
・
ハ

l
ツ
の
「
ア
メ
リ
カ
自
由
主
義
の
伝
統
』
に
お
け
る
仮
説
が
示
す
よ
う
に
、
ア
ダ
ム
ズ
が
保
守
し
た
政
治
的
価
値
が
、
そ
も
そ

も
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
リ
ベ
ラ
ル
ズ
と
コ
ン
サ
ヴ
ア
テ
ィ
ブ
ズ
の
違
い
は
強
調
点
の
違
い
、

(
山
山
)

政
治
手
法
の
違
い
に
過
ぎ
な
い
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
保
守
主
義
者
と
し
て
、

ア
ダ
ム
ズ
を
分
類
す
る
こ
と
が
不
十
分
で
あ
る
と
き
、
次
に
必
要
と
な
る
の

は
ア
メ
リ
カ
人
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
の
政
治
思
想
を
内
在
的
に
理
解
す
る
試
み
で
あ
る
。

第

節

ア
ダ
ム
ズ
の
政
治
思
想
を
内
在
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
研
究

ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
が
、
通
常
の
「
保
守
主
義
者
」
の
分
類
に
納
ま
り
き
ら
な
い
理
由
は
、
彼
の
政
治
思
想
が
、
経
験
主
義
的
側
面
を
持

ち
つ
つ
も
、
そ
の
擁
護
す
る
政
治
理
念
が
普
遍
的
な
妥
当
性
を
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
ア
ダ
ム
ズ
の
特
徴
を
指
摘
し
て
い
る
の



が

(口)

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ハ
ン
ド
ラ
l
の
『
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
の
政
治
思
想
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
で
あ
る
。

ア
ダ
ム
ズ
は
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
政
治
的
条
件
が
ま
っ
た
く
異
な
る
と
考
え
て
い
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

ア
メ
リ

ハ
ン
ド
ラ
l
に

よ
れ
ば
、

カ
は
封
建
法
と
教
会
法
か
ら
逃
れ
た
人
々
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
教
育
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
比

べ
、
は
る
か
に
大
衆
的
に
浸
透
し
て
い
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
封
建
法
と
教
会
法
に
支
配
さ
れ
、
人
民
も
知
識
か
ら
締
め

(
凶
)

出
さ
れ
て
い
る
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
ダ
ム
ズ
は
、
ア
メ
リ
カ
人
が
成
し
遂
げ
た
革
命
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
不
可
能
で
あ
る
と
考

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
改
革
は
、
君
主
制
や
貴
族
制
を
所
与
の
も
の
と
し
て
、
最
も
穏
や
か
で
、
最
も
緩
や
か
な
方
法
で
進
め
な
け

一
足
飛
び
に
ア
メ
リ
カ
革
命
を
模
倣
す
る
の
は
、
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
ほ
ど
空
想
的
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
し
か

え
た
。

れ
ば
な
ら
ず
、

ジョン・アダムズの中央政府論(1)

し
、
ア
メ
リ
カ
に
実
現
し
た
政
治
社
会
の
あ
り
方
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
進
む
べ
き
改
革
の
方
向
で
あ
る
と
も
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ア

(
川
口
)

メ
リ
カ
化
」
自
体
は
普
遍
的
に
正
し
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
ダ
ム
ズ
の
考
え
方
は
、
テ
ユ
ル
ゴ
ー
や
コ
ン
ド
ル
セ
に
よ
る
ア
メ

リ
カ
憲
法
批
判
に
た
い
し
て
論
駁
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
思
想
が
ア
メ
リ
カ
人
に
影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
を
防
ご
う
と

(
初
)

い
う
『
擁
護
論
』
執
筆
の
動
機
に
そ
の
ま
ま
つ
な
が
っ
て
い
る
。

ア
ダ
ム
ズ
の
政
治
思
想
に
見
ら
れ
る
、
こ
の
個
別
性
と
普
遍
性
と
を
一
人
の
思
想
の
な
か
に
並
存
し
て
い
る
も
の
と
し
て
見
た
の
が
ハ
ン

ド
ラ
ー
だ
と
す
る
な
ら
、
「
変
化
」
と
し
て
見
た
の
が
、
ジ
ョ
ン

-
R
・
ハ
ウ
・
ジ
ュ
ニ
ア
の
著
わ
し
た
『
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
の
変
化
す

(
幻
)

る
政
治
思
想
」
で
あ
る
。
ハ
ウ
に
よ
れ
ば
、
一
七
六
五
年
に
『
教
会
法
と
封
建
法
に
つ
い
て
」
を
執
筆
し
た
と
き
の
ア
ダ
ム
ズ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
に
た
い
す
る
ア
メ
リ
カ
人
の
徳
性
の
高
さ
を
強
調
し
、
イ
ギ
リ
ス
に
た
い
す
る
抵
抗
を
正
当
化
す
る
論
理
を
自
然
権
に
基
礎
づ
け
て
い
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た
。
具
体
的
に
は
、
英
国
国
制
に
備
わ
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
、
「
イ
ギ
リ
ス
人
の
自
由
」
を
よ
り
普
遍
的
に
読
み
込
む
作
業
を
行
っ
て
い
た

と
い
う
。
そ
し
て
ア
ダ
ム
ズ
自
身
も
、
独
立
戦
争
に
示
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
人
の
献
身
的
な
行
為
は
、
ま
さ
に
そ
の
ア
メ
リ
カ
人
の
徳
性
の
高

(
幻
)

さ
を
証
明
し
て
い
る
と
考
え
た
。
し
か
し
、
独
立
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
後
、
ア
メ
リ
カ
社
会
は
急
速
に
戦
争
の
痛
手
か
ら
回
復
し
た
。
人
口



説

は
増
大
し
、
商
業
は
急
速
に
発
展
し
た
。
こ
の
よ
う
な
現
象
の
帰
結
は
、

(
幻
)

ア
メ
リ
カ
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ア
ダ
ム
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ズ
に
は
、

ア
メ
リ
カ
人
の
徳
性
は
低
下
し
始
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
裏
付
け
た
の
は
ダ
ニ
エ
ル
・
シ
エ
イ
ズ
の
反
乱
(M) 

に
代
表
さ
れ
る
、
急
進
的
民
主
派
に
よ
る
一
連
の
騒
擾
行
為
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
こ
の
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
の
が
、
『
擁
護
論
』
で
あ
っ
た
。

ハ
ウ
に
よ
れ
ば
、
「
教
会
法
と
封
建
法
に
つ
い
て
』
と
『
擁
護
論
』
と
の
聞
の
最
大
の
違
い
は
、
ア
メ
リ
カ
人
の
徳
性
を
政
治
秩
序
の
柱

雪""n岡

と
は
考
え
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
徳
」
に
代
わ
っ
て
政
治
秩
序
の
柱
と
な
っ
た
の
が
「
制
度
」
で
あ
っ
た
。
ア
ダ
ム
ズ

は
、
政
治
秩
序
を
損
な
わ
せ
る
原
因
は
、
人
間
本
性
の
欠
陥
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
欠
陥
を
補
う
「
徳
」
が
、
も
は
や
ア
メ
リ
カ
人

に
期
待
で
き
な
い
な
ら
ば
、
制
度
に
よ
っ
て
人
間
本
性
の
欠
陥
を
補
い
、
自
由
な
政
府
を
維
持
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
。
ア
ダ
ム
ズ
は

ア
メ
リ
カ
の
特
殊
性
よ
り
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
共
通
性
を
強
調
し
、
古
来
の
政
治
原
理
で
あ
る
「
混
合
政
体
論
」
を
基
礎
と
し
た
、
権
力

(
お
)

分
立
と
抑
制
均
衡
の
政
治
原
理
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
ハ
ウ
の
結
論
で
あ
る
。

で
は
、
ア
ダ
ム
ズ
の
説
く
「
混
合
政
体
論
」
を
基
礎
と
し
た
、
権
力
分
立
と
抑
制
均
衡
の
政
治
原
理
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
我
々
に
と
っ
て
馴
染
み
深
い
行
政
・
立
法
・
司
法
の
三
権
分
立
論
と
は
異
な
り
、
社
会
の
諸
階
層
を
議
会
に
そ
れ
ぞ
れ
代
表
せ
し

め
て
、
相
互
に
抑
制
均
衡
さ
せ
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
権
力
分
立
論
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
拒
否
権
を
持
つ
独
立
し
た
行
政
首
長
と
、

上
院
・
下
院
に
よ
る
二
院
制
を
も
っ
政
府
構
成
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
の
「
混
合
政
体
論
」
を
基
礎
と
す
る
こ
院
制
の
政
府
構
成
と
い
う
ア

ゲ
ム
ズ
の
政
府
案
に
つ
い
て
直
接
取
り
組
ん
だ
研
究
は
、
コ
リ
ア
・

M
・
ウ
ォ
ル
シ
ユ
の
「
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
の
政
治
学
|
混
合
政
体
論

(
お
)

で
あ
る
。
ウ
オ
ル
シ
ユ
は
、
『
擁
護
論
』
と
「
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
憲
法
」
を
つ
き
合
わ
せ
、
ア
ダ
ム
ズ
の
提
示
し

主
二
院
制
の
一
研
究
』

た
、
行
政
首
長
・
上
院
・
下
院
の
構
成
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
が
分
有
す
る
、
行
政
権
力
・
立
法
権
力
・
司
法
権
力
を
検
討
し
て
い
る
。
こ
の
研

究
の
特
徴
は
、
『
擁
護
論
』
に
示
さ
れ
る
ア
ダ
ム
ズ
の
政
府
案
を
内
在
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
全
力
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
な
伝
統
的
に
形
成
さ
れ
た
強
固
な
階
級
を
持
た
な
い
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
、
ア
ダ
ム
ズ
は
貴
族
制
的
要
素
の
代
表



で
あ
る
上
院
を
い
か
に
構
成
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
か
、
そ
も
そ
も
上
院
は
な
ぜ
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
を
ア
ダ
ム
ズ
自
身
の
記
述

(
幻
)

に
そ
く
し
て
検
討
し
て
い
る
。

し
か
し
、

ア
ダ
ム
ズ
が
政
府
案
の
基
礎
を
「
混
合
政
体
論
」
に
求
め
た
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
が
ア
ダ
ム
ズ
の
「
限
界
」
を
示
し
て
い
る
と

い
う
の
が
、
後
世
の
研
究
者
た
ち
の
見
解
で
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
研
究
は
、
ゴ
ー
ド
ン
・

S
・
ウ
ッ
ド
の
『
ア
メ
リ
カ
共
和
国
の
創
造

コ
試
t

コ
∞
ニ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
の
適
切
さ
と
不
適
切
さ
(
吋
宮
河
巴

2
B
B
E
E
B
}
2
g
s
a宮
古
〉
皆
吉
田
)
」

(
お
)

に
示
さ
れ
る
ア
ダ
ム
ズ
論
で
あ
ろ
う
。
ウ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
ア
ダ
ム
ズ
は
混
合
政
体
論
と
い
う
一
八
世
紀
的
な
政
治
社
会
観
に
拘
泥
し
て
い

(
m
m
)
 

た
た
め
に
、
連
邦
憲
法
制
定
後
の
ア
メ
リ
カ
で
新
た
に
認
識
さ
れ
始
め
た
政
治
社
会
観
を
認
識
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
混
合
政
体
論
は
、

社
会
に
お
け
る
一
者
の
利
益
(
王
制
的
要
素
)
、
少
数
者
の
利
益
(
貴
族
制
的
要
素
)
、
多
数
者
の
利
益
(
民
主
制
的
要
素
)
を
そ
れ
ぞ
れ
政

府
に
代
表
せ
し
め
て
相
互
に
抑
制
均
衡
を
は
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
を
確
保
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
そ
し
て
混
合
政
体
論
に

ジョン・アダムズの中央政府論(1)

お
け
る
「
契
約
」
と
は
、
中
世
的
な
「
支
配
・
服
従
契
約
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
連
邦
憲
法
制
定
後
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
新
た
に
認
識

さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
ア
メ
リ
カ
に
は
、
相
互
に
隔
絶
さ
れ
た
階
級
は
存
在
せ
ず
、
社
会
に
お
け
る
利
益
の
対
立
は
一
者
・
少
数
者
・

多
数
者
の
聞
の
対
立
で
は
な
い
の
で
、
混
合
政
体
論
は
ア
メ
リ
カ
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
諸
階
級

の
平
等
」
が
す
で
に
実
現
さ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
な
さ
れ
る
政
府
設
立
の
た
め
の
「
契
約
」
と
は
、
中
世
的
な
「
支
配
・
服
従
契

約
」
で
は
あ
り
え
ず
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
説
く
よ
う
な
「
社
会
契
約
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
に
考
え
ら
れ
る
権
力
の
分
立

と
は
、
行
政
・
立
法
・
司
法
と
い
う
政
府
権
力
の
機
能
論
的
な
分
立
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ア
ダ
ム
ズ
は
、
ア
メ
リ
カ
杜
会
の
現
実
お
よ
び
ア

メ
リ
カ
人
の
政
治
観
の
変
化
を
ま
っ
た
く
認
識
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
連
邦
憲
法
制
定
以
降
の
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
「
イ
レ
リ
パ
ン

(
初
)

ト
な
」
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
、
と
い
う
の
が
ウ
ッ
ド
の
説
く
ア
ダ
ム
ズ
観
で
あ
る
。
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ア
ダ
ム
ズ
は
ア
メ
リ
カ
連
邦
体
制
に
は
あ
ま
り
貢
献
し
て
い
な
い
人
物
で
あ
る
と
い
う
の
が
、

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、

ア
メ
リ
カ
史



説

研
究
者
の
聞
の
一
般
的
評
価
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
ア
ダ
ム
ズ
の
思
考
様
式
か
ら
説
明
し
た
ウ
ッ
ド
の
こ
の
ア
ダ
ム
ズ
観
は
、
今
日
ま
で
通

説
と
し
て
力
を
持
っ
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
今
度
は
ウ
ッ
ド
的
な
ア
ダ
ム
ズ
観
に
挑
戦
し
、
再
び
ア
ダ
ム
ズ
を
評
価
し
よ
う
と
い
う
研
究

論

が
登
場
す
る
の
は
、
当
然
と
い
え
る
。
そ
の
中
で
特
に
新
し
い
研
究
は
、

(
幻
)

の
精
神
』
が
あ
る
。
ト
ン
プ
ソ
ン
は
、

ブ
ラ
ッ
ド
リ
1
・
ト
ン
プ
ソ
ン
の
『
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
と
自
由

ア
ダ
ム
ズ
の
日
記
、
書
簡
か
ら
彼
の
宗
教
観
、
人
生
観
、
発
想
の
特
徴
を
丁
寧
に
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ア
ダ
ム
ズ
の
人
格
的
特
徴
を
二
つ
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
第
一
に
、

ベ
ー
コ
ン
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
、

ロ
ッ
ク
の
影
響
を
受
け
、
経
験
主
義

的
思
考
様
式
を
真
理
発
見
の
た
め
の
主
要
な
道
具
と
し
お
り
、
第
二
に
、
人
聞
は
理
性
の
力
に
よ
っ
て
、
自
立
的
に
自
然
法
則
と
道
徳
義
務

(

認

)

(

お

)

を
認
識
で
き
る
と
考
え
て
い
た
と
い
う
。
第
一
の
点
は
、
ア
ダ
ム
ズ
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
批
判
に
つ
ら
な
る
特
徴
で
あ
り
、
第
二
の
点
は
、
ヵ

(
お
)

ル
ヴ
ア
ン
の
教
義
と
は
異
な
る
性
格
を
持
つ
ア
ダ
ム
ズ
の
人
間
観
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
ア
ダ
ム
ズ
像
の
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
、

「
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
」
と
し
て
ア
ダ
ム
ズ
を
強
調
す
る
こ
と
よ
り
も
、
理
性
の
力
に
た
い
す
る
信
念
を
も
っ
人
物
と
し
て
の
ア
ダ
ム
ズ
を
強

調
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
啓
蒙
の
時
代
を
生
き
た
人
物
と
し
て
ア
ダ
ム
ズ
を
と
ら
え
て
い
る
。

し
か
し
、
肝
心
の
ア
ダ
ム
ズ
の
政
府
論
の
分
析
に
は
、
新
し
さ
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
ト
ン
プ
ソ
ン
は
、

ア
ダ
ム
ズ
が
「
特
許
状
」
に

つ
い
て
言
及
し
て
い
る
こ
と
と
、
「
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
プ
リ
ン
シ
プ
ル
」
を
政
府
設
立
の
原
則
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
ア
ダ
ム
ズ
の
社
会
契

(
お
)

約
へ
の
認
識
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
や
や
論
証
の
仕
方
に
飛
躍
は
感
じ
ら
れ
る
が
、
前
者
が
成
文
憲
法
の
起
源
の
一
つ
で
あ
り
、
後
者
は

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
「
貴
族
」
も
「
人
民
」
を
構
成
し
て
い
た
と
い
う
の
は
事
実
で
あ
り
、
史
実
を
変
更
せ
ず
に
新
た
な
解
釈
を
提
示
し

て
い
る
と
い
う
点
で
ア
ダ
ム
ズ
研
究
の
新
た
な
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
ウ
オ
ル
シ
ユ
に
比
べ
、
共
和
主
義
的
要
素
を
強
調
し

て
『
擁
護
論
』
を
肺
分
け
し
て
い
る
点
に
も
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
そ
の
一
方
で
、
ト
ン
プ
ソ
ン
は
、
ア
ダ
ム
ズ
の
混
合
政
体
論
が
、
単
に
一

八
世
紀
的
な
発
想
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
ロ
ッ
ク
的
な
社
会
契
約
論
を
訪
御
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
示
そ
う
と
し
て

(
お
)
い
る
。
こ
れ
は
確
か
に
重
要
な
指
摘
で
は
あ
る
が
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の
政
体
論
と
イ
ギ
リ
ス
の
政
体
論
と
の
比
較
を
ま
ず
行
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う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
体
論
の
場
合
、
政
府
の
設
立
目
的
は
議
論
さ
れ
な
い
。
政
府
お
よ
び
政
府
を
構
成
す
る
身
分

秩
序
は
所
与
の
前
提
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
ア
メ
リ
カ
で
は
、
政
府
は
自
由
、
権
利
、
財
産
権
と
の
関
係
で
議
論
さ
れ
る
。
政
府
、
身

分
が
所
与
と
さ
れ
る
混
合
政
体
論
と
、
そ
う
で
は
な
い
混
合
政
体
論
と
の
異
同
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
ア
ダ
ム
ズ
の
混
合
政
体
論
を
考
察

す
れ
ば
、
一
九
世
紀
以
降
の
ア
メ
リ
カ
に
つ
な
が
る
「
建
国
の
論
理
」
を
導
き
だ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ア
ダ
ム
ズ
の
「
抵
抗
の
論
理
」
・
「
革
命
の
論
理
」
の
中
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
帝
国
」
、
「
ス
テ
イ
ト
」
、
「
ネ
イ
シ
ヨ
ン
」
、
「
植
民

地
」
に
ま
つ
わ
る
諸
問
題
を
解
明
す
る
手
が
か
り
が
潜
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
ア
ダ
ム
ズ
の
「
建
国
の
論
理
」
を
追
及

一
八
世
紀
的
な
世
界
観
と
、

す
る
な
か
に
は
、

一
九
世
紀
的
な
世
界
観
の
境
目
に
生
じ
た
諸
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
が
存
在
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
よ
う
な
思
想
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
け
で
は
、
「
建
国
の
論
理
」
を
解
明
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
の
は
事
実
で

あ
る
。
と
い
う
の
は
、

ア
ダ
ム
ズ
は
思
想
家
で
あ
る
と
同
時
に
、
政
治
家
で
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
彼
の
思
想
的
側
面
の
み
に
、
整
合
的
な

ジョン・アダムズの中央政府論(1)

理
論
を
求
め
る
の
は
無
理
が
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、

ア
ダ
ム
ズ
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
政
治
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
と
な
る

の
で
あ
る
。第

四
節

政
治
家
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
の
研
究

ア
ダ
ム
ズ
の
「
建
国
の
論
理
」
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
独
立
後
、
特
に
連
邦
憲
法
制
定
後
の
ア
メ
リ
カ
自
身
の
問
題
に
た
い
す
る
、

彼
の
回
答
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
思
想
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
け
で
は
、
ア
ダ
ム
ズ
の
「
建
国
の
論
理
」
を
解
明
で
き
な
い
と
考
え

ら
れ
る
理
由
も
こ
こ
に
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
諸
問
題
は
大
統
領
と
し
て
ア
ダ
ム
ズ
自
身
が
直
面
し
た
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
の
人
々
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説

と
の
関
係
性
の
上
に
形
成
さ
れ
た
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

ア
ダ
ム
ズ
政
権
の
研
究
を
通
し
て
ア
ダ
ム
ズ
の
ア
メ
リ
カ
建
国
の
論
理
を

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
の
第
五
章
は
、
外
交
史
を
通
し
て
ア
ダ
ム
ズ
の
建
国
の
論
理
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
試
み
で

否A
H問

あ
る
。
な
ぜ
、
外
交
史
が
中
心
と
な
る
か
に
つ
い
て
は
、
第
五
章
、
第
六
章
に
譲
る
と
し
て
、
本
章
で
は
、

ア
ダ
ム
ズ
政
権
に
つ
い
て
の
先

行
研
究
の
典
型
と
な
る
も
の
を
紹
介
す
る
。

こ
の
時
期
を
扱
う
研
究
は
、
要
す
る
に
、

ア
ダ
ム
ズ
政
権
期
の
政
治
史
を
ど
う
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
点
で
解
釈
が
分
か
れ
る
。

先
行
研
究
に
お
い
て
多
数
な
の
は
、
大
統
領
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
は
「
無
能
」
、
「
頑
固
」
、
「
独
断
的
」
と
い
う
結
論
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
彼

は
フ
ラ
ン
ス
と
の
和
平
を
望
み
な
が
ら
議
会
に
求
め
ら
れ
る
ま
ま
に
「
X
Y
Z
事
件
」
を
明
る
み
に
し
て
し
ま
い
、

フ
エ
デ
ラ
リ
ス
ツ
主
流

派
に
反
仏
感
情
を
利
用
す
る
機
会
を
与
え
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
と
の
和
平
工
作
で
は
、
与
党
フ
エ
デ
ラ
リ
ス
ツ
と
対
立
し
て
し
ま

ぅ
。
ま
た
、

ア
メ
リ
カ
史
上
発
の
治
安
立
法
を
制
定
し
た
政
権
と
し
て
、
リ
パ
ブ
リ
カ
ン
ズ
を
憤
激
さ
せ
て
し
ま
い
、
自
ら
の
大
統
領
生
命

を
縮
め
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

(
幻
)

ス
タ
ン
レ
イ
・
エ
リ
キ
ン
ズ
と
エ
リ
ッ
ク
・
マ
ッ
キ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
、
『
フ
エ
デ
ラ
リ
ズ
ム
の
時
代
』
に
は
、

(
お
)

定
見
の
無
さ
に
た
い
す
る
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
苛
立
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、

ア
ダ
ム
ズ
の

し
か
し
、
ア
ダ
ム
ズ
の
文
脈
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
ま
た
違
っ
た
評
価
も
可
能
に
な
る
。
オ

l
テ
ス
・
ケ
1
リ
編
の
『
ア
ダ
ム
ズ
家
の
人

(ぬ

)

(

ω

)

々
』
に
よ
れ
ば
、
外
交
官
時
代
の
彼
の
評
価
は
「
無
作
法
外
交
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
彼
は
ア
メ
リ
カ
の
利
益
の
み
を
考
え
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
混
乱
に
ア
メ
リ
カ
が
巻
き
込
ま
れ
な
い
こ
と
の
み
を
願
っ
て
外
交
を
行
っ
て
い
た
た
め
、
親
英
的
態
度
も
親
仏
的
態
度
も
と
ら
な

か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
す
る
。
ケ

1
リ
に
よ
れ
ば
、
初
代
大
統
領
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
の
外
交
方
針
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
混
乱
に
巻
き
込

ま
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
こ
れ
は
誰
に
と
っ
て
も
困
難
で
あ
っ
た
。
親
英
的
態
度
を
と
れ
ば
、
対
仏
戦
争
に
つ
な
が
り
、
親

仏
的
態
度
を
と
れ
ば
、
対
英
戦
争
に
つ
な
が
る
。
こ
の
よ
う
な
ワ
シ
ン
ト
ン
の
中
立
外
交
路
線
を
維
持
で
き
る
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
も
フ
ラ
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シ
ス
に
も
組
し
な
い
ア
ダ
ム
ズ
し
か
い
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
。

ア
ダ
ム
ズ
の
使
命
は
ど
ち
ら
に
も
組
せ
ず
、
な
お
か
つ
ア
メ
リ
カ
を
戦
争

に
巻
き
込
ま
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
ア
ダ
ム
ズ
は
、
フ
エ
デ
ラ
リ
ス
ツ
に
も
組
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
『
擁
護
論
』
に
示
さ

(
引
)

れ
る
行
政
首
長
の
理
念
に
忠
実
な
姿
で
あ
っ
た
。
フ
エ
デ
ラ
リ
ス
ツ
に
も
リ
パ
プ
リ
カ
ン
ズ
に
も
組
し
な
か
っ
た
ア
ダ
ム
ズ
が
、
両
陣
営
か

ら
非
難
さ
れ
る
の
も
ま
た
当
然
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
結
果
を
見
る
な
ら
ば
、
ア
ダ
ム
ズ
は
ワ
シ
ン
ト
ン
政
権
に
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
た

米
仏
軍
事
同
盟
の
解
消
に
成
功
し
、
米
仏
間
の
全
面
戦
争
も
回
避
し
た
の
で
あ
る
。

ジョン・アダムコぐり中実践府論(1)

ア
ダ
ム
ズ
政
権
に
つ
い
て
論
じ
る
場
合
、
必
ず
つ
き
ま
と
う
の
が
ア
メ
リ
カ
で
最
初
の
治
安
立
法
で
あ
る
、
「
外
国
人
法
・
治
安

法
」
に
た
い
す
る
評
価
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
法
律
に
た
い
し
て
高
い
評
価
を
与
え
る
も
の
は
な
い
が
、
こ
の
法
律
を
ア
ダ
ム
ズ
の

抑
圧
的
人
格
と
単
純
化
し
て
と
ら
え
る
研
究
は
、
さ
す
が
に
も
は
や
存
在
し
な
い
。
こ
の
法
律
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
連
邦

と
州
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
最
初
の
憲
法
論
争
で
あ
る
点
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
ジ
ョ
ン
・

C
・
ミ
ラ

i
の
『
自
由
の

(位
)

(

M

M

)

危
機
l
外
国
人
・
治
安
諸
法
』
お
よ
び
ジ
エ
イ
ム
ズ
・
モ

1
ト
ン
・
ス
ミ
ス
の
「
自
由
の
足
棚
』
が
典
型
で
あ
ろ
う
。
両
者
は
と
も
に
、
当

時
の
反
ア
ダ
ム
ズ
派
は
、
ア
メ
リ
カ
人
民
の
自
由
の
基
礎
を
州
の
自
立
性
に
置
い
て
い
た
と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
決
議
に

中
ま
れ
~
、

お
い
て
ジ
ェ
フ
ア
ソ
ン
は
、
連
邦
は
州
と
州
と
の
聞
の
契
約
な
の
で
、
州
は
連
邦
法
で
も
違
憲
な
も
の
の
履
行
を
拒
否
す
る
権
利
が
あ
る
と

(
川
廿
)

い
う
「
州
権
論
」
の
主
張
が
定
式
化
さ
れ
た
契
機
を
明
ら
か
に
す
る
。

こ
の
「
州
権
論
」
は
そ
の
後
、
南
北
戦
争
前
夜
に
深
刻
な
存
在
と
し
て
現
れ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
こ
の
時
期
の
ジ
ェ
フ
ア
ソ
ン
の
主
張
を

読
む
と
き
に
注
意
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
を
述
べ
て
お
く
な
ら
ば
、
彼
は
決
し
て
、
連
邦
政
府
を
軽
視
し
て
い
た
わ
け
で
も
、
単
な
る
州
主
権
論

者
で
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
あ
く
ま
で
州
の
自
立
性
を
前
提
と
し
た
上
で
、
連
邦
政
府
の
存
在
を
支
持
し
て
い

た
。
そ
れ
は
、
ヴ
ァ

l
ジ
ニ
ア
決
議
に
み
ら
れ
る
マ
デ
イ
ソ
ン
の
厳
格
な
憲
法
解
釈
に
見
ら
れ
る
、
リ
パ
ブ
リ
カ
ン
ズ
の
連
邦
政
府
支
持
の

(
必
)

あ
り
方
で
あ
る
。
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説

こ
う
し
た
ア
ダ
ム
ズ
政
権
期
全
般
に
つ
い
て
、
広
範
か
っ
中
立
的
に
検
討
し
て
い
る
の
が
、
ラ
ル
フ
・
ア
ダ
ム
ズ
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
『
ジ
ヨ

(
必
)

ン
・
ア
ダ
ム
ズ
の
政
権
』
で
あ
る
。
各
論
や
価
値
判
断
が
濃
厚
な
研
究
に
入
る
以
前
に
、
論
点
が
整
理
さ
れ
て
い
て
情
報
量
の
多
い
こ
の
研

究
か
ら
入
る
の
が
安
全
で
あ
ろ
う
。

論

ア
ダ
ム
ズ
政
権
期
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
研
究
は
日
本
に
は
皆
無
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
が
独
立
国
と
し
て
、
内
外
の

危
機
に
相
対
し
た
最
初
の
政
権
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
ア
ダ
ム
ズ
政
権
の
研
究
は
ア
メ
リ
カ
建
国
史
理
解
に
不
可
欠
で
あ
る
と
い
え

ア
ダ
ム
ズ
の
「
建
国
の
論
理
」
を
解
明
す
る
鍵
も
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

本
論
文
で
は
、
ア
メ
リ
カ
革
命
史
に
は
、
「
抵
抗
の
論
理
」
・
「
革
命
の
論
理
」
・
「
建
国
の
論
理
」
と
い
う
三
段
階
が
存
在
し
、
ア
ダ
ム
ズ

が
連
邦
憲
法
制
定
後
、
省
み
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
の
は
、
独
創
的
な
「
建
国
の
論
理
」
を
持
た
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か

ら
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仮
説
を
立
て
て
い
る
。
こ
の
仮
説
は
、
北
米
植
民
地
の
「
分
離
・
独
立
の
論
理
」
と
は
何
か
、
そ
れ
に
た
い
し
て

る
。
そ
し
て
、

「
建
国
の
論
理
」
と
は
何
か
、
そ
し
て
、
二
つ
の
論
理
の
聞
に
整
合
性
が
あ
る
か
否
か
、
と
い
う
問
い
か
ら
形
成
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
政
治

研
究
に
お
け
る
ア
ダ
ム
ズ
の
今
日
的
意
義
も
こ
こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
は
、
革
新
主
義
学
派
に
お
い
て
も
、

コ
ン
セ
ン
サ
ス
学
派
に
お
い
て
も
、
さ
ら
に
は
共
和
主
義
的
建
国
史
解
釈
を
採

用
し
て
い
る
諸
々
の
研
究
書
に
お
い
て
も
、
常
に
研
究
者
の
主
張
を
補
強
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

自
身
の
研
究
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
し
か
し
、

ア
ダ
ム
ズ

一
人
世
紀
的
世
界
と
一
九
世
紀
的
世
界
の
境
目
を
生
き
た
、
卓
越
し
た
知
性
の
持
ち
主

に
し
て
、
代
表
的
政
治
家
で
あ
っ
た
ア
ダ
ム
ズ
自
身
に
迫
る
こ
と
は
、
よ
り
正
確
な
建
国
史
理
解
に
不
可
欠
な
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
て
、
次
章
よ
り
本
論
文
の
主
た
る
研
究
対
象
で
あ
る
、
ア
ダ
ム
ズ
の
政
府
論
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

(
1
)
阿
部
斉
『
民
主
主
義
と
公
共
の
概
念
ア
メ
リ
カ
民
主
、
主
義
の
史
的
展
開
』
(
勤
草
書
房
、

一
九
六
六
年
)
、

一
五
三
二
二
一
頁
。
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ジョン・アダムズの中央政府論(1)

(
2
)
阿
部
斉
「
ア
メ
リ
カ
的
個
性
の
自
覚
1

ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
の
政
治
思
想
・
序
説
」
、
阿
部
斉
・
有
賀
弘
・
本
関
長
世
・
五
十
嵐
武
士
「
ア
メ

リ
カ
独
立
革
命
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
)
、
一
一
一
1

三
一
一
頁
。

(3)
ア
ダ
ム
ズ
の
『
ダ
ヴ
イ
ラ
論

(
g
R
2
3
2
S
ロ
ミ

E)』
は
、
下
記
に
所
収
の
も
の
を
使
用
す
る
。
毛
色
、

P
。一
M
M
凶'喧喧・

(
4
)
阿
部
斉
「
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
」
『
筑
波
法
政
』
第
六
号
(
一
九
八
三
年
=
一
月
)
、
二
五
|
四
一
頁
。

(
5
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
独
立
宣
言
」
の
文
章
に
も
表
れ
て
い
る
。
斎
藤
箕
「
ア
メ
リ
カ
と
は
何
か
」
(
平
凡
社
、
一
九
九
五
年
)
、
一
一
一
一
四

一
四
六
頁
を
参
照
の
こ
と
。

(
6
)
後
に
述
べ
る
ト
ン
プ
ソ
ン
も
こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
内
野
邑

-3=。ョ
ヨ
c
p
色、。言、曲去、昌弘
b
z
h
H
E
?
笠
ミ
ミ
ピ
守
町
、
q
P
E
E
R
-
-
C
E
O

】喧喧∞
)
a

唱M
-

(
7
)
後
に
検
討
す
る
「
保
守
主
義
者
」
と
し
て
の
ア
ダ
ム
ズ
も
こ
う
し
た
記
憶
を
さ
れ
た
ア
ダ
ム
ズ
で
あ
る
。

(
8
)
『
ア
メ
リ
カ
諸
邦
憲
法
擁
護
論
(
み
ロ
ミ
室
町
内
ミ
5
ミリ

sh号
室
。
ョ
ミ
H
F
内
q
E
R弘
同
室
内
』
久
、
A
2
3円
む
)
」
は
、
下
記
に
所
収
の
も
の
を
使
用
す
る
。

宅口、
F
F
A
H
U
N
4
ア
凶
器
-U
凶日凶ム唱。・

UAT
凶
'30

(
9
)
司町四四円〈回目
a
n
F
内
q
s
足
ミ
ミ
な
ヨ
~
、
喜
吉
』
与
、
刷
、
宣
言
"
と
も
門
リ
P
R
R
E
ミ
(
老
町
民
間
百
戸
内

o==・・
3J可∞)・∞∞-

(
叩
)
ク
リ
ン
ト
ン
・
ロ
シ
タ
l

(
ア
メ
リ
カ
研
究
振
興
会
訳
)
『
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
』
(
有
信
堂
、
一
九
六
四
年
)
、
九
六
頁
。

(
日
)
前
掲
書
、
四
四
頁
。

(
臼
)
ア
ダ
ム
ズ
は
フ
ラ
ン
ス
の
フ
ィ
ロ
ゾ
l
フ
た
ち
の
説
く
観
念
的
な
政
治
思
想
に
不
信
感
を
抱
き
、
彼
ら
の
思
考
方
法
を
先
験
的
・
演
線
的
な

も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
一
方
自
ら
は
、
帰
納
的
・
経
験
的
な
手
法
で
、
政
治
制
度
を
考
え
よ
う
と
し
た
。
で
で
ミ

ph悼
み
ま
・
ヨ
・

Mg'ま・

(
日
)
ク
リ
ン
ト
ン
・
ロ
シ
タ
l
、
「
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
』
、
九
四
|
九
九
頁
。

(
M
)
中
野
勝
郎
『
ア
メ
リ
カ
連
邦
体
制
の
確
立
l
ハ
ミ
ル
ト
ン
と
共
和
政
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
)
、
一
八
八
頁
。

(日
)
F
O
E
-
∞
Z
E
P
豆
町
じ
た
E
M
3
5込町九
2
3
k
H
2
3
2
2
2
JヘC
『

F
3凶
凶
)
'
な
お
、
邦
訳
は
以
下
。
ル
イ
ス
・
ハ

l
ツ
(
有
賀
貞
訳
)
吋
ア
メ
リ
カ

自
由
主
義
の
伝
統
』
(
講
談
社
、
一
九
九
四
年
)
。

(凶

)
H
E
P
-
凶凶

(
げ
)
開
晶
君
白
色
出

g
e
m
p
〉宮内江町
b
g
h
出向足、。
R
S』
uq~
九
之
内
ミ
ヨ
g
h
E
H
ミ
な
ぎ
〉
え
ぬ
き
同
(
内
面
岡
田
σ
コ
smmeg恒
国

r-甲
小
品
)

(
叩
印

)HEa--
凶
特
に
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ア
ダ
ム
ズ
の
『
教
会
法
と
封
建
法
に
つ
い
て
』
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
、
以
下
に
収
録
さ
れ
て
い
る
同
論
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説

文
の
解
説
は
特
に
優
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
。

B
G刊〉・

3四

rea--呂
町
、
急
之
内
む
こ
そ
ミ
否
認
応
、
な
ぎ
〉
吾
ヨ
h-
河内、、
2
2
Eぞ
?
同
町
守
口
5
5
2
n垣

JR2-r
石
油
会
・
凶
O
M
-
-

(
川
口
)
回
目
耳
、
向
島
国

RHea-
〉
ヨ
司
九
円
a
g
n片
岡

hqbhuh
宮
、
ミ
凡
之
町
民

~
M
S
2
1
H
A『
'hqF芯
〉
吾
ヨ
F
品ふ・

(
却
)
唱
で
ミ

PAH
一
NZ-

(
幻
)
宮
古
河
・
出
。
耳
目

--r-M3E同
町
宮
司
句
吉
旬
、
ミ
ミ
同
町
足
早

g
h』
ピ
ミ
」
急
お
与
え
b
s
h
(
司ユロ
n
m
g
p
z
-
F
】唱。。)・

(

泣

)

同

V
E
-
-
M
O
B
岩・

(
お
)
同
g
p・
5hF・

(
出
)
『
擁
護
論
」
執
筆
時
期
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
に
て
詳
述
す
る
。

(お

)
E
o
s
-
呂
町
内
p
s
h
h
a
h
E
E
S
E
E
s
-
H
A刊
な
言
、
山
岳
言
明
}
宮
山
色
・

(
お
)
ロ
ヨ

g
玄
-
d
そ邑田
F
呂
町
、
。
室
町
泊
二
円
同
室
町
内
応
、

zEEZK世
告
さ
・
〉

h
H
E
S
S
H
F同
豆
さ
ミ
ミ
ミ
文
足
。
己
正
ヨ
ミ
ミ
き
九
里
2
5
5
~
h
y
h
H
3
2
2

J

「。円
E
n
-
-
A
W小
川
町
)
・

(幻

)
F
E・咽ニ斗
E

凶。・

(
鵠
)
。
oaoロ
臼
・
ぞ
oop
豆
町
内
Z
E喜
久
$
?
と
3
3
2
3
河内、

S
F
-
ミ
ヨ
ー
ミ
唱
。

2

2
ペ。円
F
}
3
5・凶
26S-

(
却
)
同

Z
P
N
g
-

(却

)
E
R日よ
M
2・

(
出
)
の
・
回
『
脚
色

-a臣
0
3
8
P
H
O
P
E告
さ

S
A
S市
営
込
ミ
h
号
、
d
p
E
Z
g
n
0・
p
p
e
-
3
3・

(泣

)
H
E
P
-
?
コ・

(お

)FE---v・
5
品・

(
泊
)
最
も
正
統
的
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
人
間
は
自
立
的
に
正
し
い
こ
と
を
考
え
た
り
、
正
し
い
行
い
を
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
人
間
は
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
の
時
代
に
原
罪
を
犯
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
人
聞
が
道
徳
的
に
考
え
、

行
動
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
神
の
恩
寵
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
良
心
と
い
う
の
は
、
神
の
意
志
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
意

志
は
悪
魔
か
ら
き
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
ア
ダ
ム
ズ
は
、
神
の
恩
寵
も
来
世
の
救
い
も
、
人
間
の
道
徳
的
行
為
に
依
存
す
る
と
考
え
て
い

た
。
そ
の
背
景
に
は
、
ア
ダ
ム
ズ
は
人
聞
は
自
立
的
に
道
徳
的
真
理
を
認
識
で
き
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ア
ダ
ム
ズ
の
宗

呉A
両岡
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ジョン・アダムズの中央政府論(1)

教
観
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
聖
書
の
啓
示
は
道
徳
的
真
理
を
補
強
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
道
徳
的
真
理
の
源
泉
で

は
な
い
。
第
二
に
、
人
間
は
不
完
全
な
存
在
で
は
あ
る
が
、
理
性
的
な
存
在
で
あ
り
、
外
界
の
観
察
や
自
分
自
身
の
心
の
統
御
に
よ
っ
て
、
道

徳
的
義
務
や
徳
あ
る
振
る
舞
い
の
規
準
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。

ル
タ
l

「
奴
隷
意
志
」
(
山
内
宣
訳
)
『
世
界
の
名
著
ル
タ
1
』
(
中
央
公
論
、
一
九
六
九
年
)
、
一
八
三
|
二
六
O
頁
。
一
T
E
A
-

モ
ン
タ
ネ
ツ

リ、

R
・
ジ
エ
ル
パ

l
ゾ
(
藤
沢
道
郎
訳
)
『
ル
ネ
サ
ン
ス
の
歴
史
』
(
中
央
公
論
、
一
九
八
五
年
)
、
一
八
四
頁
。

(

お

)

門

U
-

∞
s
e
a
-
-
d
o
g
宮
o
p
t
E
言
、
世
代
悼
む
ヨ
E
H
3
h
H
H
E
?
同
ミ
喜
久
C
E
ミ
い
て
咽
吋
∞
・

(お
)HFH色・・5∞

(幻
)
g
g
g
三
出
窓
口
曲
目
百
円
同
開
ユ
ロ
玄
n
E
E
n
F
M
S
句
、
占
、
久
忠
弘
司
、
急
旬
、
S
2
9
廻
ペ
。
『
F
苔
志
)
・

(
叩
ぬ

)
g
E
-
-
u∞
ナ

AX--

(
却
)
オ

l
テ
ス
・
ケ
l
リ
一
編
『
ア
ダ
ム
ズ
家
の
人
々
』
(
創
元
社
、
一
九
六
四
年
)
。

(
判
)
前
掲
書
、
五
二
頁
。

(
H
U
)

モミ
P
A宇一
uu-

(
必
)
宮
古
口
の
・
玄
5
2
・
内
、
な
な
言
、
Z
E
S
S
-
H
E
内
と
な
s
b
E
M
えた
h
g
b
円
H
h
a
g
g
p
-
3
3
・

(
M
M
)
P
5
2
冨
0
5
2
∞
邑
同
町
、
ミ
ミ
ロ
吉
正
F
H
H
m可
何
回

J
ご
み
と
き

sh'同
町
民
h
E
2
E
S
吉
氏
、
S
3
2
2
C
ミ
~
と
~
V
2
5
2
2
J
へ
。
『
F
右
京
)

(MH)

塁
--2・

9
宣
h
S
可
之
内
号
ヨ
・
号
、
E
2
2
え
M
E
き
辺
、
山
門
戸
】
凶
∞

'g-
∞
ヨ
-
p
h
J
2
守
主
ぱ
忠
号
、
円
呂
町
、
さ
き
ぬ
え
-
V
S
H凡
S
E
E
S
え
〉
ヨ
刊
号
室

内
向
て
た
ト

$
2
4
R
P
a
u
-
三
-

(
羽
)
戸

8
8
F
S
口
町
長
・
呂
町

'r円
、
ミ
ヨ
ミ
ミ
E
E
3
~
k
s
s
ミ
ミ

g
z
s
h
sこ可申
5h宮
崎
応
、
.
5
同
忠
弘
司
ミ
均
旬
、
尽
き
門
(
E
R
P
3
3
)
e
M
ヨ
・

(必)河包同MF〉色白ロ回目∞円。宅=4M3F問、、.2白色町苫門司。
h
h。
E
=
与
え
ぬ
き
旬
(
「
曲
者
『
g
n
4
穴

gJ}喝、司山明)・

北法56(3・109)1147 

※
本
稿
は
、
平
成
一
四
年
度
・
一
五
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
(
特
別
研
究
員
奨
励
費
)
に
よ
る
研
究
成
果
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
北

海
道
大
学
審
査
博
士
(
法
学
)
学
位
論
文
(
二
O
O
四
年
六
月
授
与
)
の
一
部
に
補
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。


